
 

 

白老町上下水告示第５号 

 

入 札 の 公 告 

 

 次のとおり制限付一般競争入札（以下｢入札｣という。）を実施する。 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １２ 日 

                             白老町水道事業         

白老町長  大 塩 英 男  

 

１ 入札に付する事項 

（１）工事の名称   令和８年度施行 虎杖浜第２浄水場機械電気設備更新工事 

（２）工事の場所   白老郡白老町虎杖浜第２浄水場 

（３）工事の期間   令和８年 ７月契約締結の翌日から令和１０年２月１０日まで 

（４）予 定 価 格   非公表 

（５）工 事 概 要   機械電気設備更新 一式 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

入札参加希望者は、単体又は２者以上の特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」と

いう。）とし、以下の要件をすべて満たしていること。 

（１）単体及び共同企業体代表者の要件 

ア 北海道内に建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「業法」という。）第３条第１

項に規定する本店・支店又は営業所を有し、その本店・支店又は営業所が白老町競争入

札参加資格者名簿に登録されていること。 

イ 建設業法の工事の種類で「電気工事」の許可を有し、かつ、業法第１７条に規定する

特定建設業の許可を受けていること。 

ウ 入札の日までの間に、白老町競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定に基づく

指名停止を受けていないこと。 

エ 過去１０年間（平成２８年４月１日以降）に白老町上下水道課発注の電気工事の入札

参加実績を有する者であること。 

オ 次に揚げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。 

（ア）１級電気工事施工監理技師の資格を有する者であること。 

   （イ）監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者又

はこれに準ずる者であること。 

   カ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。（但し、工場製作時は除く。） 

キ 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）による更生手続開始の申立てがなされてい

る者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがな



 

 

されている者等、経営状態が不健全な者でないこと。 

ク 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しない者である

こと。 

 

（２）代表者以外の構成員の要件 

ア 北海道内に建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「業法」という。）第３条第１

項に規定する本店・支店又は営業所を有し、その本店・支店又は営業所が白老町競争入

札参加資格者名簿に登録されていること。 

イ 入札の日までの間に、白老町競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定に基づく

指名停止を受けていないこと。 

ウ 過去１０年間（平成２８年４月１日以降）に白老町上下水道課発注の機械又は電気工

事の入札参加実績を有する者であること。 

エ 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）による更生手続開始の申立てがなされてい

る者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがな

されている者等、経営状態が不健全な者でないこと。 

オ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しない者である

こと。 

 

（３）特定建設工事共同企業体の要件 

  ア 各構成員の出資比率は、均等割の１０分の６以上であること。 

  イ 本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員として入札

に参加する者でないこと。 

  ウ 代表者は出資比率が構成員中最大であること。 

 

３ 入札の参加申請 

（１）申請書類 

本工事の入札に参加しようとする者は、次のとおり申請書類を持参して提出しなければ

ならない。 

① 制限付一般競争入札参加資格審査申請書  

   ② ２．（１）．エ及び２．（２）．ウについて分かる書面等の写し 

   ③ 配置予定技術者の調書（国家資格者証の写し添付） 

④ 特定建設業の写し 

⑤ 特定建設工事共同企業体協定書の写し 

⑥ 経営事項審査結果通知書の写し 

   ⑦ 返信用封筒（表に申請者の住所・氏名を記載、簡易書留料金を加えた料金の切手を貼

った長３号の封筒） 

⑧ その他、町長が必要と認める書類 

（２）提出期間 

令和８年６月１２日（金）から令和８年６月１９日（金）までの（土曜日、日曜日及び



 

 

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日(以下｢休日｣とい

う。）を除く、毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）とする。 

（３）提出場所 

   白老町 上下水道課 業務係 

（４）提出方法 

   持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。 

（５）その他 

① 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。 

② 提出された申請書類は、返却しない。 

③ 提出された申請書類は、無断で他に使用しない。 

 

４ 入札参加資格の審査 

この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）１６７条の５の２の規定によ

る一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者が、前記２に掲げる資格を基本とし

て工事実施能力等の審査を行い、その結果を令和８年６月２９日（月）までに書面により通

知する。 

 

５ 入札参加資格がないと認められたものに対する理由の説明 

（１）入札参加資格がないと認められたものは、休日を除く令和８年７月６日（水）正午まで

に書面により、入札参加資格がないと認められなかった理由についての説明を求めること

ができる。 

なお、書面は白老町上下水道課業務係に持参することとし、郵送又はファクシミリによ

るものは受け付けない。 

（２）（１）の理由の説明は、令和８年７月６日（月）の指定の時間に、上下水道課業務係にお

いて直接回答する。（原則として、この回答以後の質問は受け付けない。） 

 

６ 契約条項示す場所 

白老町 上下水道課 業務係 

７ 入札執行の場所等 

（１）入札場所 白老町役場 第２会議室 

（２）入札日時 令和８年７月１６日（木） １１時００分 

（３）その他  入札時に工事積算内訳書を提出する。（様式は任意とする） 

 

８ 郵便等による入札 

（１）郵便による入札は認めない。 

（２）電報による入札は認めない。 

（３）メールやファクシミリ等による入札は認めない。 

 

９ 入札書記載金額 



 

 

  落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

持って落札価格とするので、入札参加者は、消費税等にかかる課税業者であるか免税業者で

あるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

 

１０ 入札保証金及び契約保証金 

   入札保証金及び契約保証金については、白老町契約に関する規則（昭和４３年規則第４号

以下「規則」という。）の定めるところによる。 

 

１１ 設計図書の閲覧等 

（１）入札参加希望者は、次の期間に設計図書等を閲覧することができる。 

ア 閲覧期間 

令和８年６月１２日（金）から令和８年７月１４日（火）までの休日を除く 

毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

イ 閲覧場所 白老町 上下水道課 事業係 

（２）入札参加者は、審査結果通知書に記載されたパスワードにて白老町ホームページより 

ダウンロードするものとする。 

ア ダウンロード期間 

令和８年６月２９日（月）から令和８年７月１４日（火）まで。 

  

１２ 設計図書等に関する質疑 

（１）設計図書等に関する質疑は、書面により持参提出する。 

   ア 受付期間 

令和８年６月２９日（月）から令和８年７月１３日（月）までの休日を除く 

毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）とする。 

イ 受付場所 白老町 上下水道課 業務係 

（２）質疑に対する回答は、令和８年７月１４日（火）上下水道課において指定の時間に書面

により回答する。 

 

１３ 支払条件 

（１） 前払金 各年度契約金額の４割を上限とし、かつ当該会計年度予算の範囲内での支払い

とする。 

（２）中間前金払 以下の要件をすべて満たしている場合に限り、２割までの範囲で支払う 

  ① 各年度工期の２分の１を経過していること。 

   ② 履行報告書により各年度工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされてい

る当該工事に係る作業が行われていること。 

③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、各年度請負金額の２分の１以上の

額に相当するものであること。 



 

 

（３）部分払 なし 

 

１４ その他 

（１）開札時において、前記２に規定する資格を有しない者のした入札、その他この公告に定

める入札に関する条件に違反する入札、また白老町契約に関する規則、競争入札心得等の

入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（２）入札が公正に執行することができないなど特別の事情があると認められるときは、入札

を延期又は中止する場合もある。 

（３）その他入札に関して不明な点は、白老町 上下水道課 業務係に照会すること 


